
政令業務に関する行政指導各論アドバイスサービス

依然、指導が多い政令業務の適正化。

その内容と対策に大きな誤解をされて場合が散見されます。

■必ずしも直接雇用を強制されるわけではありません。

■即座に派遣停止の指導をされるわけではありません。

■改善してもらう事が行政指導です。

■必ずしも派遣会社のアドバイスが正しいとは限りません。

■不適切な政令業務の3年超は直接雇用だけが指導、対策ではありません。

■その対策、対応方法は各論です。一番重要なのは各論です。

■派遣会社様への売上確保の為のアドバイスも同内容で承ります。

★一般のセミナー等で総論は理解できたが、自社はどうすれば！をアドバイス致します。

プランＡ
電話・メール相談プラン

(守秘義務契約締結)
５回程度/月

31,500円/月(各種必要書類等全て込み)

プランＢ
面談アドバイス(2時間程度)

(守秘義務契約締結可)

52,500円/回
(場所 弊社内 訪問の場合は交通費実費別途)

※プランAとの併用は30,000円/回

お問合せ先 ㈱ソリューション アンド パートナーズ

ＴＥＬ052-385-2884 FAX052-385-2920 info@sap-c.co.jp http://www.sap-c.co.jp/


